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計画策定の背景と趣旨 

 

　　本市は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備に取り組

む「次世代育成支援対策推進法」（以下、「次世代法」という。）の規定に基づき、平成１

７年度に「小松島市特定事業主行動計画」を策定しました。平成２２年度には「後期行

動計画」を、さらに次世代法が１０年間延長されたことに伴い、平成２７年度には、新

たな「小松島市職員の特定事業主行動計画」を策定して、近年の急速な少子化や経済状

況の変化等に対応した次世代育成支援の取り組みを進めてきました。 

 

　　一方で、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力のある社会を実現するこ

とを目的として、平成２８年７月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」

（以下、「女性活躍推進法」という。）が成立し、本市においても、平成２８年度に「小

松島市職員の女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画」を策定し、女性職員が能力

を十分に発揮し、活躍できる環境の整備を図っています。 

 

　　令和２年４月には、両計画を一体化した「小松島市特定事業主行動計画」を策定し、

子育てがしやすい職場環境の整備や女性の採用・登用の拡大の推進等に向けた様々な取

り組みを行っています 。このたび、計画期間の終了に伴い、これまでの取組状況とその

成果等を検証するとともに、働き方改革などその後の社会環境の変化などをふまえ、全

ての職員が、仕事と家庭生活の両立を図りながら、能力を最大限発揮できる働きやすい

職場づくりを進めていきます。 

 

 

令和７年４月 
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Ⅰ．　計画の基本的事項 

 

１．　根拠となる法律 

■次世代育成支援対策推進法（次世代法） 

[計画期間]平成１７年度～令和１６年度 

[目標]育児休業等を取得しやすい環境整備、超過勤務の縮減等 

 

■女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法） 

[計画期間]平成２８年度～令和７年度 

[目標]就労継続及び仕事と家庭の両立支援、女性職員の管理職登用等 

 

2．　計画期間 

　　　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までの５年間 

　　　　特定事業主行動計画は、経済社会環境の変化や職員のニーズ等を踏まえて

策定される必要があり、計画期間内において、一定の目標が達成されるこ

とが望ましいとされることから、本市では、令和 7 年度から令和 11 年度

までの 5 年間を計画期間とします。 

 

3．　計画の推進体制 

　　　　本計画に基づく取り組みを推進するため、実施状況の把握・検証し、その

結果を今後の対策に反映させるとともに、必要に応じて計画の見直しを行

います。 

　　　　また、取組状況や目標に対する実績等を毎年度公表することとします。
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Ⅱ．　実施状況・課題分析 

 

　　　　令和 2 年度から令和６年度の実施状況及び課題分析は以下のとおりです。 

 

１．　採用及び全職員における女性職員の割合 

 

　　実施状況 

 令和２年度から令和５年度までの４年間において、新たに採用した正規職

員に占める女性職員の割合は、平均５３．７％に達しました。また、全職

員に占める女性職員の割合は、令和４年度に４７％を超え、令和６年度は

４７．３％となっています。 

 

■全職員における女性職員の採用割合 

 

 

　　　　■全職員における女性職員の割合　　　　　　　　　　　　　　　（括弧内の数字は全職員数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年度 R２ R３ R４ R５

 女性職員の採用割合 ４７．８％ ７７．８％ １６．７％ ６２．５％
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178 186 192 189 191

44.4%

45.4%

47.1%
47.4% 47.3%

0

50

100

150

200

250

令和2年度

（401）

令和3年度

（410）

令和4年度

（408）

令和5年度

（399）

令和6年度

（404）

43.0%

44.0%

45.0%

46.0%

47.0%

48.0%

49.0%

50.0%

男性 女性 女性の割合



4 

　　課題分析 

 採用した職員に占める女性の割合は、年度により偏りが見られましたが、

４年間の平均が５０％を超えました。 

 女性に限らず優秀な職員を採用するためには、働きやすさ等を伝える広報

活動が必要であると考えられます。 

 

2．　管理職の女性職員の割合 

 

　　実施状況 

役職段階別の女性職員の割合は、令和６年度は部長職に占める女性職員が２

０．０％、課長補佐に占める割合が４５．７％となり、令和 4 年度以降、成

果目標であった管理職の性職員の割合３０％以上を達成しています。 

 

■役職段階別の女性職員の割合　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4 月 1 日時点） 

 

　　課題分析 

管理職に占める女性職員の割合は、目標値を上回りました。引き続き、女性

登用の取り組みが必要であると考えられます。 

 

 

 年度 R2 R3 R4 R5 R6

 管理職全体 ２８.０% ２９.６% ３２.４% ３２.６% ３２.３%

 政策監 0 0 0 0 0

 部長 0 0 ２２.２% ２２.２% ２０.０%

 副部長（参事） ２８.６% ３３.３% ２０.０% １６.７% ４２.９%

 課長 ２３.１% ２０.０% １５.６% ２０.０% １２.９%

 主幹 １８.８% ２６.７% ２８.６% １１.８% １４.３%

 課長補佐 ３６.１% ３９.１% ４２.７% ４６.４% ４５.７%
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3．　継続勤務年数の男女の差異 

 

　　実施状況 

令和２年度から令和５年度までの４年間で、継続勤務年数の男女差と約１０

年前に採用した職員の男女別継続任用割合は次のとおりで、性別による著し

い差はなく、概ね均等に推移しています。 

 

■継続勤務年数の男女差　　　　　　　　　　　　（4 月 1 日時点） 

 

■約１０年度前に採用した職員の男女別継続任用割合（4 月 1 日時点） 

 

　　課題分析 

現時点で大きな課題は見られませんが、引き続き組織への定着を図るため、

職場環境の整備に努める必要があると考えられます。 

 

 

 

 年度 男女計 男性 女性

 R２ 1６.０年 １７.８年 １３.８年

 R３ １５.３年 １７.０年 １３.２年

 R4 １５.７年 １６.６年 １３.７年

 R5 １５.５年 １６.４年 １４.５年

 年度 男女計 男性 女性

 R２ ９０.０% ９６.３% ８４.８%

 R3 ８８.５% ９１.３% ８６.２%

 R4 ７０.７% ６６.７% ７３.９%

 R5 ７０.３% ７７.８% ６３.２%
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4．　超過勤務の状況 

 

　　実施状況 

　　　令和２年度から令和５年度までの、職員一人一月あたりの平均超過勤務時間

は次のとおりで、令和２年度まで減少傾向にあったものの、令和３年度以降

は１０時間以上となっています。 

 

■一人一月当たりの超過勤務時間の平均値　　　　　　　　　　　（管理職は含まない。） 

 

　　課題分析 

令和 3 年度から令和 5 年度にかけて、職員一人一月あたりの平均超過勤務

時間は、市民ニーズの多様化等に加え、新型コロナウイルス感染症対応業務

等もあいまって増加傾向にあります。また、令和 5 年 5 月 8 日に新型コロ

ナウイルス感染症が第 5 類感染症移行後も、超過勤務時間の縮減には至っ

ていません。 

職員の心身の健康確保及び仕事と生活の両立には、長時間労働の是正が不可

欠であり、「長時間労働を前提としない働き方」に組織として取り組むこと

が最重要課題となっています。 

 

 年度 R2 R3 R4 R5

 平均超過勤務時間 8.７時間 １２.０時間 １０.１時間 １１.５時間
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５．　男性の育児休業を取得した職員の割合 

 

　　実施状況 

　　　令和２年度から令和５年度までの育児休業取得率について、令和５年度の男性職員

の育児休業取得率は２７．３％となっています。 

 

■男女別育児休業取得率 

 

　　課題分析 

育児休業取得率は、令和５年度には、成果目標である１年以内に育児に伴う

休暇・休業取得日数３０日以上の３人以上を達成し、これまでの取り組みに

よる成果が得られましたが、いまだ男女間の取得状況には大きな差がありま

す。 

引き続き、男性職員が希望どおりの期間、育児休業等の休暇を取得できる職

場環境づくりを進めていきます。 

 

 年度 男女計 男性 女性

 Ｒ２ ６０.８% １８.２% １００%

 Ｒ３ ６０.０% ２０.０% １００%

 Ｒ４ ６３.２% １２.５% １００%

 Ｒ５ ５７.９% ２７.３% １００%
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６．　年次休暇取得率 

 

　　実施状況 

　　　年次休暇等取得率（前年度からの繰越し日数を除いた年休付与日数に対する

取得日数の割合）は次表のとおりとなっています。令和４年に５１．１％、

令和５年は６３．４％となっています。 

 

■年次休暇等取得率 

 

　　課題分析 

年次休暇取得率の成果目標は、１日の年次休暇等が２０日以上付与された者

の平均取得日数が１４日としており、令和５年で１２．４日と目標の達成に

は至りませんでした。 

仕事と家庭の両立には、必要な時に休暇を取得できる職場づくりが重要です。

今後、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気の醸成や計画的かつ積極的な休暇

の取得の推進が重要と考えられます。 

 

 年 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

 年次休暇等取得率 ４７.２% ４５.０% ５１.１% ６３.４%
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Ⅲ．　具体的取組 

 

１．　ワークライフバランスを推進するための働き方改革 

　　　仕事と生活の調和した社会の実現に向け、職場の意識や職場風土の改革と併

せ、以下の働き方改革に取り組みます。 

 

（１）業務の効率化・デジタル化の推進 

　　　働き方改革が進まない原因として「非効率・不要な業務」が多いことや若手

職員が勤務時間の多くを定型業務に割かれ、やりがいや自己成長を感じられ

ないことが指摘されています。定型業務は共通的業務（庁内に類似の業務が

複数あり、横展開により相乗効果が大きいもの）は一元化を図ります。また、

職員の負担軽減、長時間労働是正に向けて、ＩＣＴを活用した効率化の検討

を行います。 

 

（２）勤務状況の的確な把握・勤務時間管理の徹底 

職員の心身の健康確保及び仕事と生活の両立には、長時間労働の是正が不

可欠です。「長時間労働を前提としない働き方」に組織として取り組むこと

が重要課題であるといえます。所属長は、「勤怠管理システム」の活用等に

より、以下の取り組みを行います。 

①「勤怠管理システム」のアラート機能を活用し、午後８時以降の時間外

勤務に対して、警告を発し、職員の心身の回復や健康維持のために必要

な時間（勤務間インターバル）確保の取り組みを強化します。 

②月超過勤務が３０時間超となる場合は、所属長によるヒアリングを行い、

長時間労働の是正を図ります。 

③所属長がやむを得ず、週休日、休日に勤務を命ずる場合は、事前に振替

日や代休日を指定し、職員の健康保持、休日確保に努めます。 
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（３）効率的に働ける職場環境の整備 

　　　上司や同僚等との意思疎通を円滑にし、業務の手戻り等を防ぐため、課内ミ

ーティングの取り組みをはじめとする職場におけるコミュニケーション活

性化を図ります。 

 

（４）仕事と生活の両立支援 

　　　共働き世帯や単独・未婚世帯の増加、少子高齢化等に伴う社会構造が変化す

る中、多様な人材の活躍を推進する観点から、仕事との両立の対象を、家事、

育児、介護等のほか、病気治療、不妊治療、自己成長に向けた能力開発等も

含めて広く職員個人の「生活」全般と捉え、仕事と生活の両立が進むよう、

以下の取り組みを推進していきます。 

①育児・介護への理解促進 

妊娠中及び出産後の女性職員は、超過勤務や深夜勤務の制限、保健指導

や健康診査を受ける際の時間の確保、妊娠中の業務軽減など、母性保護・

母性管理の観点から、配慮する必要があります。また、育児や介護を担

う中で必要となる休暇等の各種制度については、両立支援制度ハンドブ

ックを配布し、職員及び管理職への研修を始め、相談体制の整備を行い、

すべての職員が安心して育児や介護を担えるよう、希望する職員が制度

を利用できる職場環境づくりに努めます。 

②男性の育児への参画促進 

　　　　　男女がともに希望に応じて仕事と子育てを両立出来ることが女性の継続

就業につながり、仕事と子育ての二者択一を迫られるような状況の解消

にも資するという観点から、男性の育児休業取得を始めとする子育てに

関する諸制度の利用促進に係る取り組みを推進していくことが重要です。

男性職員の育児への参加は、職場においても業務改善や業務分担の見直

し等の契機になることが期待されることから、出産後の配偶者を支援す

るため、男性職員が取得できる配偶者出産休暇や妻の産後等期間中の育

児参加休暇、育児休業等について周知し、これらの休暇等の取得を促進

します。 
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　　　　③育児休業取得中の職員への支援策等 

 育児休業中の経済的な支援措置等についての周知や、育児休業前に両立

支援制度ハンドブックを配布し、育児復帰後の働き方等の説明や相談を

行います。育児休業から円滑な復帰を図れるよう、育児休業中も積極的

な意思疎通を図り、つながりを保つよう努めます。 

④年次有給休暇の取得促進 

仕事と家庭の両立には、必要な時に休みがとれる職場づくりが重要です。

職場における休暇の取得を容易にするため、各職場の実情に応じた年次

休暇を取りやすい雰囲気の醸成や家族との行事等において、計画的かつ

積極的な休暇の取得の促進を図っていきます。 

 

　　　　 

 

 

 【成果目標】（計画期間内） 

・１か月平均４５時間以上超過勤務した職員の割合：０ 

※他律的業務の比重が高い部署は除く 

・男性職員の育児休業取得率：８５％（2 週間以上の取得） 

※国の「こども未来戦略」における地方公務員目標と同じ 

・１年の年次休暇等が２０日以上付与された者の平均取得日数：１４日
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２．　女性の活躍推進のための改革 

誰もが性別を意識することなく、職種、採用区分を問わず、多様な人材が活

躍できるよう、以下の取り組みを継続します。 

 

（１）女性の採用の拡大 

女性の受験者数を増加させるため、大学や専門学校への募集要項の送付や、

ポスターやホームページ、SNS での情報発信など広報活動に努めます。ま

た、女性職員をホームページで紹介するなど、働きやすい職場であることを

ＰＲします。 

 

（２）女性の登用目標に向けた計画的育成 

　　　職員のキャリア形成の観点から、優れた能力を有すると認められる職員につ

いては、男女を問わず管理職員への登用をすすめます。また、女性職員のキ

ャリアイメージ形成支援や能力向上を目的とした研修等を実施します。 

 

 

 

 

 【成果目標】（計画期間内） 

・採用した職員に占める女性職員の割合：５０％ 

・管理的地位にある職員に占める女性職員の割合：３５％
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３．次世代育成支援対策に関する具体的取り組み 

次世代育成支援や女性の職業生活における活躍の推進のためには、家庭や職場

の協力とともに、学校や地域との連携が必要です。職員もまた地域社会の構成員

であり、地域における子育て支援の取り組みには積極的な参加を促します。 

 

（１）妊産婦及び育児を行う職員への配慮 

妊産婦の深夜・時間外勤務の制限や、業務軽減、通勤緩和、産前・産後の就

業制限及び保育時間など、制限や配慮義務に関する規定を厳守します。 

また、育児を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規定を遵守

します。 

 

（２）子どもの看護を行うための特別休暇の取得促進 

「高等学校修学前の子どもの看護等休暇（年５日。２人以上の場合は年１０

日）」について、職員が子どもの突発的な病気やけがで看護が必要となった

場合や子の行事等に参加する時に取得させます。 

 

（３）子どもとふれあう機会の充実 

職員は、在庁時間の縮減や休暇取得により、職員及びその家族の記念日、

子どもの学校行事、地域活動等、子どもとふれあう機会を積極的に持つよ

うに努めます。 
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４．　多様な働き方に対応した職場づくり 

 

（１）ハラスメントの防止対策 

　　　職場における固定的な性別による役割分担は、セクシャルハラスメントや妊

娠・出産・育児休業等に関するハラスメントをはじめとする、あらゆるハラ

スメントの原因になります。 

　　　事業主は、ハラスメントを防止するための雇用管理上講ずべき措置義務があ

ることから、これまでも職場に相談員を配置や産業医及びメンタルカウンセ

ラー等で構成した対策委員会を設置しており、今後は外部相談窓口も新設し、

ハラスメント防止対策を強化します。さらに、職員向けのハラスメント研修

を実施して、防止対策意識を広く啓発し、ハラスメントのない職場づくりに

努めます。 

 


